
                                                      

学校再開における新型コロナウイルス対応マニュアル 

 

 

御前崎市立御前崎小学校 2020/05/20 

 

ご家庭にお願いしたいのは次のことです。 

また、新たな生活の始まりで不安定になるお子さんもいるかと思います。心配なことが

ありましたら、御相談ください。 

 

◆家庭での対応  

 (1)  手洗い、うがいを頻繁に行い、睡眠を十分にとる。生活リズムチェックカードに 

毎日記入し、自分の健康管理に努める。 

ア 朝の検温・健康観察を行い、健康チェックカードに記入する。 

    本人、家族に風邪の症状がある場合は、出席せず、自宅で療養する。 

  イ マスクを着用し、ハンカチ(タオル地が好ましい)を持参する。 

 (2)  本人や兄弟、家族に感染者及び感染の疑いのある者が出たら早急に学校へ連絡す 

る。発熱が４日以上続いた場合も学校に連絡する。 

 (3)  本人及び家族に風邪の症状がある場合は、外出せず、家庭内で安静に過ごす。 

 

◆参考 

『新しい生活様式』をもとにした家庭での過ごし方 

   感染防止の３つの基本 ①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い 

(1) 人との間隔はできるだけ２ｍ(最低１ｍ)空ける 

(2) 遊びに行くなら屋内よりも屋外を選ぶ。 

(3) 外出時はマスクを着用する。 

(4) 家に帰ったらまず手や顔を洗う。 

(5) 友達と遊ぶ場合もできるだけ屋外で。勝手に家に上がる、上げるのはやめる。家に 

上がる場合は、必ず相手の保護者の了解を得る。（小さな子やお年寄り等感染を不安 

に思っているお宅も多いはずです） 

 

学校では、次のように取り組みます。 

 

◆ 再開後の教育活動における配慮事項(教員向けマニュアルより抜粋) 

(1) ３密の回避 

ア 可能な範囲において、一つ一つが発生しないよう配慮する。 

イ ２年生は少なくとも５月末まで音楽室で生活する。 

ウ ３年生・４年生は、１学期間は給食を２教室に分ける。 

エ 対面とならない形で授業・給食を行う。 

オ ２方向の窓を 1つ以上開け、空気の通り道をつくり、常に換気を行う。 

家庭配布用 



(2) 登下校 

ア 登下校中もマスクを着用するとともに、密接とならないようにする。 

イ 手洗いをした後、教室に入る。検温を忘れた児童は昇降口で検温をする。 

（昇降口に職員配置） 

(3) 健康観察 

ア カードを活用し、体温の把握、風邪症状等の有無の確認を行う。 

３７℃は黄色信号：児童の平熱・他の症状を確認(必要に応じて家庭連絡)し判断する。 

３７.５℃は赤信号：家庭連絡をし、早退させる。 

イ 登校後、発熱を確認した場合は家庭連絡をし、症状がなくなるまで自宅で休養さ 

せる。迎えを待つ時間は、他者との接触を避け、保健室で待機させる。 

   ※ 「出席停止」として扱う。 

 (4) 手洗い 

ア 外から教室等に入る時やトイレの後、給食（昼食）の前後など、こまめに手を洗 

う。基本的には、流水と石けんで行う。 

イ 用具・物品・読書の本等を共用する場合、使用前後に手洗いを行う。 

☆アルコールは特に必要な場合のみ（昼食前・流水と石けんで十分洗えない場合） 

ウ 手をふくタオルやハンカチ等は個人持ちとし、共用しない。 

(5) マスクの着用 

ア 基本的に登下校・授業・休み時間等全教育活動においてマスクを着用する。 

   （屋外での体育活動や食事中などは除く） 

(6) 各教科の対応 

  ア 家庭科の調理実習や体育の集団での運動等、感染リスクの高い学習については、 

    活動を中止したり、年間指導計画の指導順序を変更したりして対応する。 

イ 用具を使用する前と後に消毒を実施する。授業後に手洗いを徹底する。 

ウ 児童が密集して長時間活動するグループ学習は行わない。  

エ 新型コロナウイルスに関する正しい知識の指導を行うことで、自分で自分の行動 

  を管理しようとする意識を持たせる。偏見や差別が生じないようにする。 

    ★https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm 

(7) 休み時間 

ア 遊具は使用してもよい。 

イ 鬼ごっこやドッジボールは可とするが、極力複数児童による身体接触をさけ、密 

  集しないように気をつける。 

ウ 教室へ入る前の手洗いを徹底する。 

(8) 給食 

ア 手洗いの徹底。アルコール消毒も行う。 

イ はじめに給食を分けきる。戻したり、おかわりをさせたりしない。食べきれなか 

った分は残す。 

(9) 教室等の消毒 

ア 特に多くの児童が手を触れる場所を 1日 1回以上消毒液を利用して消毒をする。 

 

 ※ 感染症の拡大・終息の状況により、対応が早まったり、遅れたりすることがありま 

す。新たに対応を変更する場合は、再度御連絡しますので、御承知おきください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm

